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は
じ
め
に

鎌
倉
幕
府
三
代
将
軍
で
あ
る
源
実
朝
は
、
若
く
し
て
甥
に
討
た
れ
る
と
い
う
悲
劇

的
な
最
期
を
迎
え
た
こ
と
、
ま
た
『
金
槐
和
歌
集
』
と
い
う
傑
出
し
た
家
集
を
残
し

た
こ
と
な
ど
か
ら
、
歴
史
学
者
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
評
論
家
・
小
説
家
・
詩
人
の

関
心
を
も
集
め
て
い
る
。
ま
ず
は
主
要
な
先
行
研
究
の
整
理
を
行
い
、
問
題
点
を
見

定
め
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。

戦
前
に
は
、
三
浦
周
行
氏
や
龍
粛
氏
ら
歴
史
学
者
に
よ
っ
て
政
治
史
研
究
が
積
み

重
ね
ら
れ
て
い
る
。
三
浦
氏
は
、
実
朝
を
「
資
性
真
率
、
華
美
を
好
み
、
同
情
に
富

み
、
頗
る
貴
公
子
の
風
あ
り
」
と
評
し
、
実
朝
の
治
世
に
お
い
て
、
幕
府
の
実
権
は

北
条
氏
が
掌
握
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
実
朝
の
自
由
意
志
か
ら
生
ま
れ
た
政
治
改
革

は
格
別
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
龍
氏
も
「
薄
命
の
貴
公
子
」
や
「
武

士
の
棟
梁
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
環
境
を
意
の
ま
ま
に
な
し
得
ず
」
と
評
価
し
、
三

浦
氏
と
同
様
、
北
条
氏
の
傀
儡
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
み
て
い
る①
。
こ
の
よ
う
に
実
朝

を
政
治
的
に
無
力
な
存
在
と
捉
え
る
の
は
、昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
に
刊
行
さ
れ

た
高
柳
光
寿
氏
「
源
実
朝
」
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
が②
、
実
朝
の
社
寺
に
対
す

る
崇
敬
に
も
触
れ
、
こ
れ
は
政
策
と
い
う
よ
り
も
実
朝
自
身
の
信
仰
か
ら
き
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。

戦
前
の
実
朝
研
究
の
到
達
点
を
示
す
の
は
、
大
塚
久
氏
『
将
軍
実
朝
』
で
あ
る③
。

本
書
は
、
斉
藤
茂
吉
を
し
て
、
実
朝
の
伝
記
と
し
て
「
考
証
該
博
・
内
容
充
実
」
と

い
わ
し
め
た
名
著
で
あ
る
が
、
近
年
の
実
朝
研
究
で
は
ま
っ
た
く
注
意
が
払
わ
れ
て

い
な
い
。
本
稿
で
は
、
大
塚
氏
の
研
究
を
再
評
価
す
る
こ
と
も
目
的
の
一
つ
と
し
た

い
。一

方
、
文
学
で
は
、
太
宰
治
が
小
説
の
題
材
と
し
て
扱
っ
た
り
、
斉
藤
茂
吉
が
和

歌
の
分
析
を
行
な
っ
た
り
と
、
多
く
の
小
説
家
や
詩
人
が
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
実
朝
が
注
目
を
集
め
た
理
由
と
し
て
、
吉
本
隆
明
は
北
条
氏
の
傀
儡
と
し

て
暗
い
人
生
を
過
ご
し
、
す
べ
て
を
悟
っ
た
う
え
で
死
を
受
け
入
れ
た
実
朝
に
、
戦

時
中
、
政
府
の
方
針
に
従
わ
ざ
る
を
え
ず
、
暗
い
人
生
を
歩
ん
だ
自
己
を
投
影
す
る

側
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る④
。

以
上
よ
り
、
戦
前
の
実
朝
研
究
に
お
い
て
は
、
北
条
氏
の
傀
儡
に
す
ぎ
な
い
繊
細

な
貴
公
子
と
い
っ
た
基
本
的
な
実
朝
像
が
形
成
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

戦
後
は
、
評
論
家
や
小
説
家
に
よ
る
批
評
が
継
続
す
る
一
方
、『
金
槐
和
歌
集
』
の

注
釈
書
も
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た⑤
。
こ
の
結
果
、
歌
人
と
し
て
の
実
朝
研
究
は
急
速

に
進
展
し
た
と
い
え
る
。

歴
史
学
で
は
、
戦
前
に
形
成
さ
れ
た
実
朝
像
を
継
承
し
、
実
朝
を
「
権
力
な
き
将

軍
」
と
評
価
し
た⑥
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
五
味
文
彦
氏
に
よ
っ
て
新
し

い
実
朝
像
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
実
朝
研
究
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
。
す
な
わ

ち
、
五
味
氏
は
、
将
軍
権
力
が
最
も
直
裁
に
表
現
さ
れ
る
の
は
下
文
で
あ
る
と
い
う

認
識
か
ら
、
実
朝
期
に
発
給
さ
れ
た
政
所
下
文
を
分
析
対
象
と
し
た
。
と
く
に
政
所

別
当
が
増
員
（
源
氏
一
門
の
登
用
）
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
、
こ
れ
を
将
軍
権
力
の

源
実
朝
の
仏
教
信
仰

山　

本　

み
な
み
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拡
大
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
朝
を
権
力
拡
大
を
実
現
し
た
有
能
な
政
治
家

と
し
て
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る⑦
。
さ
ら
に
、
近
年
で
は
、
坂
井
孝
一
氏
が
、
五
味

説
を
継
承
し
、
東
国
の
王
と
し
て
の
新
し
い
実
朝
像
を
主
張
し
て
い
る⑧
。

た
だ
し
、
五
味
説
に
対
し
て
は
、
す
ぐ
に
杉
橋
隆
夫
氏
に
よ
っ
て
批
判
が
加
え
ら

れ
た⑨
。
杉
橋
氏
は
、
ま
ず
政
所
下
文
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
政
所
が
将
軍
権
力

の
拠
点
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
を
説
き
、
次
に
政
所
別
当
の
増
員
を
重
視
す

る
点
に
つ
い
て
、
増
員
さ
れ
た
政
所
別
当
は
源
氏
一
門
で
あ
り
、
彼
ら
が
実
際
に
加

判
し
て
い
る
下
文
が
非
常
に
少
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
源
氏
一
門
の
別
当
登
用

は
名
誉
職
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
政
所
別
当
の
増
員
が
将
軍
権
力
に
比
例

し
な
い
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。

加
え
て
、
五
味
氏
以
前
、
す
で
に
実
朝
期
の
政
所
下
文
を
検
討
し
て
い
た
折
田
悦

郎
氏
は
、
下
文
に
実
朝
の
将
軍
権
力
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
結
論
付
け
た
上

で
、
実
朝
の
実
像
に
迫
る
た
め
に
は
、
そ
の
内
面
性
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る

と
説
い
て
い
る⑩
。
ま
た
、
鷲
尾
順
敬
氏
や
川
添
昭
二
氏
も
、
実
朝
の
内
面
に
迫
る
上

で
、
宗
教
性
の
問
題
に
目
を
配
る
必
要
性
を
説
き
、
実
朝
が
熱
烈
な
文
殊
信
仰
や
太

子
信
仰
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る⑪
。
し
か
し
、
五
味
氏
の
実
朝
論

で
は
、
仏
教
信
仰
を
実
朝
の
「
心
の
癒
や
し
」
と
捉
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

仏
教
史
研
究
で
は
、
戦
前
の
藤
島
達
朗
氏
や
中
世
禅
林
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ

る
葉
貫
磨
哉
氏
が
、
実
朝
の
信
仰
生
活
に
目
を
向
け
て
い
る
。
し
か
し
、『
吾
妻
鏡
』

に
基
づ
き
、
実
朝
主
宰
の
仏
事
を
羅
列
的
に
紹
介
す
る
に
す
ぎ
な
い⑫
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
源
実
朝
の
実
像
に
迫
る
た
め
、
そ
の
仏
教
信
仰
に
着
目
し
、

信
仰
の
内
実
を
段
階
的
に
検
討
し
た
い
。
将
軍
実
朝
と
仏
教
信
仰
の
相
互
関
係
を
、

政
局
の
推
移
に
即
し
て
究
明
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。こ
の
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
は
、

実
朝
の
将
軍
権
力
の
性
格
を
見
定
め
る
上
で
も
、
重
要
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
ず
第
一
章
で
は
、
実
朝
の
健
康
状
態
の
問
題
に
触
れ
た
う
え
で
、
実
朝
が
熱
烈

に
信
仰
し
た
文
殊
信
仰
を
取
り
上
げ
る
。
次
に
、
第
二
章
で
実
朝
の
太
子
信
仰
に
つ

い
て
論
じ
、
最
後
に
第
三
章
に
お
い
て
、
実
朝
期
に
鎌
倉
で
頻
繁
に
修
さ
れ
た
密
教

修
法
に
注
目
し
、
そ
の
政
治
的
背
景
を
探
り
た
い
。

第
一
章　

実
朝
の
文
殊
信
仰
と
そ
の
展
開

１　

実
朝
の
健
康
状
態
と
そ
の
影
響

は
じ
め
に
、
実
朝
の
健
康
状
態
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
戦
前
に
優

れ
た
実
朝
研
究
を
行
な
っ
た
大
塚
久
氏
は
、
健
康
の
問
題
は
、
そ
の
思
想
や
感
情
、

や
が
て
政
治
の
上
に
も
相
関
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
と
述
べ
、
実
朝
の
健
康
問

題
に
着
目
し
て
い
る⑬
。
ま
た
、
近
年
で
も
、
五
味
文
彦
氏
は
身
体
が
心
身
の
動
き
を

規
定
す
る
こ
と
か
ら
、
身
体
の
問
題
に
注
意
を
払
っ
て
い
る⑭
。
し
た
が
っ
て
、
実
朝

の
健
康
状
態
を
確
認
す
る
作
業
は
、
実
朝
の
内
面
性
を
解
明
す
る
上
で
も
必
要
で
あ

る
と
考
え
る
。

実
朝
の
病
臥
に
関
す
る
記
事
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
一
〇
例
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

①
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
七
月
十
四
日
…
痢
病
。
二
十
五
日
、
平
癒
。（
十
一
日
間
）

②
元
久
元
年
十
一
月
三
日
…
聊
か
不
例
。
九
日
、
平
癒
。（
六
日
間
）

③  

承
元
元
年
（
一
二
〇
七
）
四
月
十
三
日
…
違
例
。
十
六
日
頗
る
不
快
に
よ
り
一
切
経

転
読
。
二
十
日
、
本
復
。（
七
日
間
）

④  

承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
二
月
二
日
…
疱
瘡
。
二
十
日
、頗
る
心
身
悩
み
近
国
の
御

家
人
群
参
。
三
月
二
十
九
日
、
平
癒
。（
約
二
ヶ
月
間
）

⑤  
承
元
二
年
閏
四
月
十
一
日
…
不
例
。
二
十
四
日
、
平
癒
。（
十
三
日
間
）

⑥  
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
六
月
二
日
…
不
例
。
頗
る
火
急
の
気
あ
り
、属
星
祭
を
実

施
。
三
日
、
な
お
不
例
。（
二
日
以
上
）

⑦
建
暦
元
年
八
月
十
五
日
…
聊
か
不
例
。（
当
日
の
み
）

⑧  

建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
四
月
六
日
…
病
悩
。
鬼
気
祭
等
を
実
施
。
鶴
岡
八
幡
宮
で
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大
般
若
経
転
読
。（
当
日
の
み
か
）

⑨  
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
二
月
四
日
…
聊
か
病
悩
。
前
日
の
淵
酔
の
余
気
。（
当
日
の

み
）

⑩  

建
保
三
年
八
月
七
日
…
聊
か
不
例
。
将
軍
御
所
で
御
祈
や
月
曜
祭
を
実
施
。（
当
日

の
み
か
）

以
上
よ
り
、
実
朝
は
、
基
本
的
に
病
め
ば
一
週
間
か
ら
一
〇
日
は
病
臥
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
病
床
に
伏
し
た
事
例
は
多
く
、
身
体
虚
弱
、
病
弱
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。

実
朝
の
生
涯
の
う
ち
、
も
っ
と
も
大
病
と
い
う
べ
き
は
、
④
疱
瘡
で
あ
ろ
う⑮
。
こ

の
疱
瘡
罹
患
が
実
朝
の
内
面
性
は
も
と
よ
り
、
幕
府
全
体
に
も
影
響
を
与
え
た
こ
と

は
、
す
で
に
拙
稿
で
も
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る⑯
。
実
朝
は
罹
患
後
お
よ
そ
三
年
間
、

疱
瘡
の
跡
を
憚
っ
て
、
鶴
岡
八
幡
宮
へ
の
参
詣
な
ど
一
部
の
幕
府
祭
祀
へ
の
参
加
を

控
え
、
京
都
の
貴
顕
か
ら
の
政
治
的
要
請
に
も
答
え
ら
れ
な
か
っ
た⑰
。
加
え
て
、
和

歌
に
傾
倒
し
、
武
芸
へ
の
関
心
を
失
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
心
身
の
変
化
は
、
自
ず

と
信
仰
心
に
も
変
化
を
も
た
ら
す
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
実
朝
が
熱
烈

に
信
仰
し
た
文
殊
信
仰
か
ら
考
察
を
加
え
た
い
。

２　

文
殊
信
仰
と
の
出
会
い

実
朝
は
、
栄
西
と
そ
の
弟
子
の
退
耕
行
勇
に
深
く
帰
依
し
て
い
た
。
臨
済
宗
の
祖

と
し
て
名
高
い
栄
西
は
、『
沙
石
集
』（
十
末 

栄
西
の
僧
正
位
）
に
「
故
建
仁
寺
の
本
願

僧
正
栄
西
の
流
は
、
法
々
の
是
非
揀
択
な
く
、
戒
律
を
も
学
し
て
、
威
儀
を
守
り
、

天
台
・
真
言
・
禅
門
、
共
に
翫
ば
る
。
念
仏
を
も
勧
め
ら
れ
た
り
」
と
み
え
る
よ
う

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
実
朝
は
、
十
二
歳
の
と
き
行
勇
か
ら
法
華
経
を
習
っ
た
の
を
始
め
と
し

て
、
天
台
・
真
言
・
浄
土
教
等
の
教
え
を
聞
き
、
持
仏
堂
等
で
さ
ま
ざ
ま
な
行
法
を

修
し
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』
元
久
元
年
三
月
十
五
日
条
・
建
暦
三
年
三
月
二
十
三
日
条
等
）。

こ
の
う
ち
、
も
っ
と
も
多
く
実
施
さ
れ
て
い
る
の
が
文
殊
供
養
で
あ
る
。

実
朝
が
熱
烈
な
文
殊
信
仰
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
持
仏
堂
の
本
尊
が
文
殊

菩
薩
像
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
鷲
尾
順
敬
氏
は
、
将
軍
家
の
持
仏
堂
の

本
尊
に
つ
い
て
、
源
頼
朝
・
北
条
政
子
・
実
朝
の
御
台
所
（
坊
門
信
清
の
娘
）
が
観
世

音
菩
薩
で
あ
る
の
に
対
し
、実
朝
だ
け
が
文
殊
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る⑱
。

し
た
が
っ
て
、
実
朝
は
父
頼
朝
や
母
政
子
の
仏
教
信
仰
に
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
独

自
の
信
仰
生
活
を
展
開
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
先
行
研
究
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
み
え

る
文
殊
供
養
の
記
事
か
ら
実
朝
が
文
殊
信
仰
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
る

が⑲
、
関
係
記
事
を
列
挙
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
段
階
的
な
分
析
を
行
な
い
、

具
体
的
な
信
仰
形
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

３　

実
朝
の
文
殊
信
仰
の
展
開

先
に
、
中
世
の
文
殊
信
仰
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
と⑳
、
文
殊
菩
薩
を
信
仰
す
る

文
殊
信
仰
に
は
、二
つ
の
信
仰
形
態
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
北
嶺
で
展
開
さ
れ
た
学
解
・

智
慧
の
文
殊
、
も
う
一
つ
は
南
都
で
展
開
し
た
利
他
行
・
貧
民
救
済
の
文
殊
で
あ
る
。

前
者
の
天
台
宗
の
文
殊
信
仰
は
、
最
澄
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
も
の
で
、
文
殊
堂

が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
円
仁
が
五
台
山
（
文
殊
菩
薩
の
住
所
）
を
巡
礼
し
、

帰
国
後
、
文
殊
樓
の
建
立
を
計
画
し
た
こ
と
で
、
文
殊
信
仰
は
高
揚
を
み
せ
、
学
解
・

智
慧
の
文
殊
と
し
て
の
信
仰
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
文
殊
信
仰
が
子
弟
教

育
や
学
侶
養
成
の
上
で
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
後
者
の
南
都
仏
教
の
文
殊
信
仰
で
は
、
早
く
か
ら
社
会
福
祉
事
業
に

身

し
た
行
基
を
文
殊
の
化
身
と
み
な
し
、
貧
民
救
済
を
本
願
と
し
て
い
た
。
九
世
紀
に

成
立
し
た
『
日
本
霊
異
記
』（
上
巻
「
三
宝
を
信
敬
し
ま
つ
り
て
現
報
を
得
し
縁 

第
五
」）

に
は
「
勝
宝
応
真
聖
武
大（

太
）上

天
皇
の
日
本
の
国
に
生
れ
た
ま
ひ
、
寺
を
作
り
仏
を
作

り
た
ま
ふ
な
り
け
り
。
爾
の
時
に
並
に
住
む
行
基
大
徳
は
、
文
殊
師
利
菩
薩
の
反
化

な
り
け
り
」
と
み
え
て
い
る
。
天
長
五
年
（
八
二
八
）
に
は
、元
興
寺
僧
の
泰
善
が
文
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殊
会
（
慈
悲
の
心
を
以
て
福
業
を
行
な
え
ば
、
文
殊
の
守
護
を
得
る
と
説
く
『
文
殊
師
利
般

涅
槃
経
』
を
読
誦
す
る
）
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
以
後
、
文
殊

会
は
全
国
の
諸
寺
で
行
な
わ
れ
、
遂
に
は
国
策
の
一
つ
と
し
て
東
寺
・
西
寺
に
お
い

て
も
実
施
す
る
こ
と
が
年
中
行
事
化
し
た
。
こ
の
結
果
、
東
寺
・
西
寺
は
京
の
困
窮

者
を
救
済
す
る
場
と
な
る
。

で
は
、
実
朝
の
文
殊
信
仰
の
形
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
史
料
上
、

実
朝
が
は
じ
め
て
文
殊
信
仰
と
関
わ
る
の
は
、元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
二
月
で
あ
る
。

『
吾
妻
鏡
』
に
は
「
於
営
中
、被
供
養
五
字
文
殊
像
。
導
師
寿（

栄

西

）

福
寺
長
老
云
々
」
と
み

え
、五
字
文
殊
像
の
供
養
（
文
殊
講
）
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
実
朝
は
天
台
の
教
学
を

修
め
た
栄
西
に
帰
依
し
て
い
た
か
ら
、
北
嶺
の
文
殊
信
仰
を
受
容
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、『
吾
妻
鏡
』
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
九
月
二
十
五
日
条
に
は
「
御
本
尊

五
字
文
殊
像
更
被
遂
供
養
。
導
師
寿
福
寺
方
丈
。
此
儀
五
十
度
可
被
行
之
由
、
有
御

願
云
々
」
と
み
え
、
五
字
文
殊
像
が
実
朝
の
持
仏
堂
の
本
尊
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た

今
後
五
〇
回
の
供
養
を
発
願
し
て
お
り
、
熱
心
に
文
殊
菩
薩
を
信
仰
し
て
い
る
こ
と

が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
以
降
、建
暦
元
年（
一
二
一
一
）・
二
年
、建
保
三
年（
一
二
一
五
）・
五

年
に
、
実
朝
が
栄
西
や
行
勇
を
導
師
と
し
て
、
持
仏
堂
で
「
恒
例
」
の
文
殊
供
養
を

実
施
し
て
い
る
様
子
が
『
吾
妻
鏡
』
に
散
見
す
る
。

こ
の
よ
う
に
実
朝
は
、
栄
西
や
行
勇
を
通
じ
て
学
解
・
智
慧
の
文
殊
菩
薩
を
信
仰

し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
興
味
深
い
の
は
、
実
朝
の
文
殊
信
仰
が
非
人
施
行
に
ま
で
進

展
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
四
月
二
十
日
条
に

は
、
非
人
施
行
が
実
朝
の
長
年
の
願
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

辛
卯
。
於
南
京
十
五
大
寺
、
供
養
衆
僧
、
可
有
非
人
施
行
之
由
、
将
軍
家
年
来

御
素
願
也
。
今
日
被
仰
京
畿
内
御
家
人
等
云
々
。
広（

大
江
）元

朝
臣
奉
行
之
。

　

周
知
の
通
り
、
実
朝
は
若
く
し
て
命
を
落
と
す
た
め
、
彼
が
主
体
的
に
非
人
施
行

を
行
な
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
右
の
『
吾
妻
鏡
』
の
条
文
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、

実
朝
の
三
回
忌
に
際
し
て
、
母
政
子
が
非
人
施
行
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ

な
い
。『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
正
月
二
十
七
日
条
は
、
次
の
よ
う
に
記

す
。

壬
子
。
晴
。
今
朝
、
於
法
花
堂
、
修
故（

源

実

朝

）

右
大
臣
第
三
年
追
善
。
二

（
北
条
政
子
）品沙

汰
也
。

導
師
荘
厳
房
律
師
行
勇
。
百
僧
供
。（
中
略
）
右（

北
条
義
時
）

京
兆
、
相

（
北
条
時
房
）州以

下
人
々
群
参
。

次
有
施
行
。
乞
食
千
人
、
人
別
十
疋
。
亦
犯
科
者
三
十
許
輩
厚
免
之
。

秋（

安

達

景

盛

）

田
城
介
景
盛
入
道
・
隠（

二

階

堂

行

村

）

岐
守
行
村
入
道
等
、
今
日
奉
行
。

実
朝
の
死
後
、
そ
の
追
善
と
し
て
非
人
施
行
が
行
な
わ
れ
た
事
実
は
、
実
朝
が
利

他
行
の
文
殊
を
厚
く
信
仰
し
、
利
生
事
業
に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
川

添
昭
二
氏
は
、
非
人
施
行
は
、
文
殊
信
仰
な
ど
か
ら
く
る
利
生
事
業
の
慈
悲
行
で
あ

り
、
罪
障
消
滅
の
強
い
願
い
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
頼
朝
に
お
け

る
よ
う
な
個
人
信
仰
の
広
範
な
政
治
化
と
同
一
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て

い
る㉑
。
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
非
人
施
行
は
、
あ
く
ま
で
実
朝
の
個
人
的

な
信
仰
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
政
治
的
野
心
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、

実
朝
が
罪
障
消
滅
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
も
窺
え
る
。
平
家
一
門
を
滅
ぼ

し
た
父
頼
朝
の
死
後
の
行
方
に
関
心
を
持
つ
実
朝
は
、
そ
の
息
子
で
あ
る
自
身
の
来

世
に
も
関
心
を
寄
せ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る㉒
。『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、実
朝
は
夢
想

に
よ
り
、
梶
原
景
時
や
和
田
義
盛
ら
悲
劇
的
な
最
期
を
遂
げ
た
武
士
た
ち
の
仏
事
を

営
ん
で
い
る
。多
く
の
犠
牲
の
う
え
に
成
り
立
つ
武
家
政
権
の
首
長
で
あ
る
実
朝
は
、

深
い
罪
業
感
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
罪
業
感
は

和
歌
や
信
仰
に
昇
華
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
章
で
は
、
実
朝
の
文
殊
信
仰
の
実
態
を
検
討
し
、
智
慧
の
文
殊
か
ら
利
他
行
の

文
殊
信
仰
へ
と
進
展
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
次
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
変
化

が
生
じ
た
背
景
を
探
る
べ
く
、
同
時
期
に
信
仰
し
て
い
た
太
子
信
仰
に
つ
い
て
考
察

を
加
え
る
。
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第
二
章　

実
朝
の
太
子
信
仰
の
展
開

１　

中
世
の
太
子
信
仰

ま
ず
、
中
世
の
太
子
信
仰
に
つ
い
て
、
宮
崎
圓
遵
氏
の
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
、

確
認
し
て
お
き
た
い㉓
。
太
子
信
仰
と
は
、
聖
徳
太
子
を
、
日
本
に
仏
教
を
広
め
た
人

物
、
極
楽
往
生
へ
と
導
い
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
崇
敬
す
る
宗
教
で
あ
る
。
太
子
は

社
会
事
業
の
祖
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
太
子
信
仰
と
利
他
行
は
密
接
な
関
係
を
も
つ
。

鎌
倉
時
代
の
利
生
事
業
に
大
き
な
足
跡
を
印
し
た
叡
尊
・
忍
性
も
太
子
を
崇
拝
し
て

お
り
、
太
子
を
崇
敬
し
、
そ
の
精
神
を
体
す
る
と
こ
ろ
に
、
自
ら
利
生
事
業
が
成
立

す
る
と
い
う
。

聖
徳
太
子
は
文
殊
菩
薩
と
も
、
密
接
な
関
係
を
有
し
た
。『
沙
石
集
』
に
は
、
太
子

は
慧
思
禅
師
（
天
台
大
師
智
顗
の
師
、
天
台
宗
の
よ
っ
て
立
つ
法
華
経
を
初
め
て
将
来
し
た

人
物
）
の
後
身
で
、
日
本
の
口
伝
で
は
文
殊
菩
薩
と
言
い
伝
え
て
い
る
達
磨
大
師
の

勧
告
に
よ
っ
て
、
日
本
に
託
生
し
仏
教
を
広
め
た
と
い
う
伝
承
が
載
っ
て
い
る㉔
。
こ

の
説
話
は
、
慧
思
・
達
磨
・
太
子
・
文
殊
と
の
間
に
密
接
な
交
渉
が
あ
る
と
信
じ
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
太
子
信
仰
と
利
他
行
の
文
殊
信
仰
は
連
関
し
て
お
り
、
そ
の
両
方
を

実
朝
は
信
仰
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

２　

実
朝
と
聖
徳
太
子

実
朝
の
太
子
信
仰
は
、
父
頼
朝
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
頼
朝
が
聖
徳

太
子
を
崇
敬
し
、
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
と
同
六
年
（
一
一
九
五
）
の
二
度
、
四
天

王
寺
に
参
詣
し
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
晩
年
の
頼
朝
は

四
天
王
寺
の
塔
婆
・
金
堂
修
造
の
た
め
の
材
木
を
手
配
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て

い
る㉕
。
残
念
な
が
ら
、
塔
婆
と
金
堂
の
完
成
は
頼
朝
死
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
頼
朝

が
か
な
り
熱
心
な
太
子
信
仰
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
頼
朝
は
河
内
国
氷
野
領
の
預
所
の
所
当
年
貢
を
、
四
天
王
寺
西
門
の
持
経

者
十
二
口
の
供
料
と
、
同
寺
悲
田
・
施
薬
・
療
病
三
ヶ
院
に
住
し
た
小
人
等
の
供
料
・

養
料
に
充
て
て
い
る
。
二
代
将
軍
頼
家
は
、頼
朝
の
側
室
大
宮
局
を
氷
野
領
の
預
所
・

地
頭
両
職
に
補
任
し
、
頼
朝
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
、
持
経
者
や
小
人
等
へ
の
勤
め

を
果
た
す
よ
う
命
じ
て
い
る㉖
。
こ
の
事
実
か
ら
、
頼
家
に
も
頼
朝
の
太
子
崇
敬
の
意

趣
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る㉗
。

さ
ら
に
、
三
代
将
軍
実
朝
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』

に
は
、
実
朝
が
聖
徳
太
子
を
崇
敬
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
事
が
散
見
す
る
。

承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
十
月
に
は
、
実
朝
が
十
七
条
憲
法
や
四
天
王
寺
・
法
隆
寺

の
「
重
宝
記
」
と
い
っ
た
太
子
所
縁
の
物
品
を
大
江
広
元
に
求
め
、
そ
れ
ら
を
閲
覧

す
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る㉘
。
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
の
上
洛
の
際
、頼
朝
が
四
天

王
寺
で
重
宝
を
見
学
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
父
頼
朝
の
事
績
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る㉙
。

翌
十
一
月
に
は
太
子
の
命
日
で
あ
る
二
十
二
日
に
持
仏
堂
で「
聖
徳
太
子
御
影〈
南

無
仏
〉」
を
供
養
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
「
日
来
御
願
」
で
あ
っ
た
と
い
う㉚
。
ま

た
、
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
六
月
二
十
二
日
に
も
持
仏
堂
で
、
太
子
の
聖
霊
会
を
行

な
っ
て
お
り
、
熱
心
な
信
仰
の
様
子
が
窺
わ
れ
る㉛
。

実
朝
が
信
仰
し
た
の
は
、
太
子
二
歳
像
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
太
子
二
歳
の
春
、
東

方
に
向
っ
て
「
南
無
仏
」
と
唱
え
た
際
、
握
っ
て
い
た
掌
か
ら
舎
利
が
現
れ
た
と
い

う
伝
承
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
実
朝
の
太
子
信
仰
は
舎
利
信
仰
と
も
密

接
に
関
連
し
て
い
る
。
の
ち
に
実
朝
は
渡
宋
計
画
を
企
て
る
が
（
実
朝
が
陳
和
卿
よ
り

前
世
が
育
王
山
〔
文
殊
・
舎
利
信
仰
の
聖
地
〕
の
長
老
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
、
夢
想
と
の
合
致

に
感
動
し
て
渡
宋
を
企
て
る
と
い
う
話
）、
こ
れ
に
つ
い
て
、
荻
野
三
七
彦
氏
や
林
幹
彌

氏
は
太
子
信
仰
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
推
定
し
て
い
る32
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
実
朝
が
太
子
信
仰
を
開
始
し
た
時
期
で
あ
る
。
す
な
わ
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ち
、実
朝
に
は
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
を
出
発
点
と
し
て
太
子
を
崇
敬
す
る
姿
が
み

ら
れ
る
が
、
こ
の
時
期
は
、
先
述
し
た
疱
瘡
を
患
い
、
そ
の
跡
を
憚
っ
て
幕
府
祭
祀

へ
の
参
加
を
控
え
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。
疱
瘡
罹
患
は
、
実
朝
の
仏
教
信
仰
に
も

影
響
を
与
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
将
軍
と
し
て
幕
府
祭
祀
を
十
分
に
遂
行
で
き
な

い
状
況
の
な
か
で
、
父
頼
朝
も
信
仰
し
た
太
子
信
仰
を
心
の
拠
り
所
と
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
聖
徳
太
子
は
社
会
事
業
の
祖
と
し
て
も
認
識
さ
れ
、
太
子
信
仰
と
利
他
行

の
文
殊
信
仰
は
密
接
に
連
関
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
実
朝
の
文
殊
信
仰
は
、
太

子
信
仰
の
影
響
に
よ
っ
て
、
智
慧
の
文
殊
か
ら
利
他
行
の
文
殊
に
進
展
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
し
い
実
朝
像
を
提
示
し
た
五
味
文
彦
氏
や
坂
井
孝
一
氏
は
、
承
元

四
年
（
一
二
一
〇
）
を
実
朝
が
政
所
開
設
と
と
も
に
親
裁
権
を
行
使
し
、統
治
者
と
し

て
積
極
的
な
政
策
を
開
始
し
た
時
期
と
主
張
し
て
い
る33
。
そ
し
て
、
実
朝
の
太
子
信

仰
を
検
討
し
た
小
林
直
樹
氏
は
、
五
味
説
に
基
づ
き
、
実
朝
の
為
政
者
と
し
て
の
意

識
が
高
ま
り
を
み
せ
る
と
き
、
太
子
信
仰
も
ま
た
活
発
化
す
る
と
説
く34
。
し
か
し
、

先
述
し
た
通
り
、
承
元
年
間
の
実
朝
は
疱
瘡
を
患
い
、
三
年
も
の
間
、
将
軍
権
力
の

ひ
と
つ
で
あ
る
祭
祀
権
を
十
分
に
行
使
し
え
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
な
か
、
実
朝
が
主
体
的
に
幕
府
政
治
を
主
導
し
た
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
、
な

お
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
信
仰
に
関
し
て
い
え
ば
、
む
し
ろ
実
朝
の

将
軍
権
力
が
弱
体
化
し
た
と
き
、太
子
信
仰
は
活
発
化
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
章　

実
朝
と
密
教
修
法
の
展
開

本
章
で
は
実
朝
主
宰
の
密
教
修
法
の
実
態
を
考
察
す
る
。
速
水
侑
氏
よ
れ
ば
、
密

教
修
法
は
、従
来
、鎮
護
国
家
を
主
要
目
的
と
し
て
修
さ
れ
て
い
た
仏
教
修
法
で
あ
っ

た
が
、
十
世
紀
頃
か
ら
王
家
、
或
い
は
摂
関
家
な
ど
貴
族
た
ち
の
私
的
目
的
の
た
め

に
も
修
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
以
後
、
私
的
な
密
教
修
法
が
発
達
し
た
と

い
う
。
ま
た
、
院
政
期
に
は
、
院
の
主
導
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
鎌
倉
幕
府

で
も
実
朝
期
か
ら
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る35
。

１　

院
政
期
の
密
教
修
法

鎌
倉
幕
府
の
密
教
修
法
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
速
水
侑
氏
・
平
雅
行
氏
の
研
究
が

あ
り
、
小
川
法
印
忠
快
に
よ
る
鎌
倉
へ
の
台
密
修
法
の
導
入
が
指
摘
さ
れ
て
い
る36
。

忠
快
は
、
実
朝
主
宰
の
密
教
修
法
の
導
師
と
し
て
活
躍
す
る
が
、
実
朝
の
死
後
、『
吾

妻
鏡
』
に
は
登
場
し
な
い
。
よ
っ
て
、
忠
快
の
活
躍
は
、
実
朝
と
の
個
人
的
な
結
び

つ
き
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
実
朝
側
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
鎌
倉
に
下
向
し
、

活
動
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

な
お
、
本
節
で
は
、
密
教
修
法
の
事
例
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
鎌
倉
幕
府
研

究
の
基
本
史
料
で
あ
る
『
吾
妻
鏡
』
に
加
え
、『
阿
娑
縛
抄
』（『
大
日
本
仏
教
全
書
』）

を
積
極
的
に
利
用
す
る
。『
阿
娑
縛
抄
』
は
、
忠
快
の
弟
子
で
あ
る
承
澄
（
一
二
〇
五

〜
八
二
）
の
撰
で
、
台
密
の
教
学
と
作
法
（
修
法
の
記
録
）
を
収
録
し
た
図
像
集
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
仏
教
史
研
究
で
は
用
い
ら
れ
て
い
る
が37
、
実
朝
研
究
で
は
十
分
に
利

用
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、『
阿
娑
縛
抄
』
に
、『
吾
妻
鏡
』
未
記
載
の
密
教
修
法
が
十
件
も
み
え
る

こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
実
朝
の
信
仰
状
況
を
復
元
し
、
そ
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
、
実
朝
の
仏
教
信
仰
を
総
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

２　

鎌
倉
に
お
け
る
密
教
修
法

（
1
）
鎌
倉
密
教
修
法
の
初
見

鎌
倉
で
確
認
し
う
る
最
初
の
密
教
修
法
と
そ
の
年
月
・
所
願
は
、
次
の
通
り
で
あ

る
。
こ
れ
以
前
の
修
法
は
、
鶴
岡
八
幡
宮
で
大
般
若
経
を
転
読
す
る
程
度
の
も
の
で

あ
っ
た
か
ら
、
台
密
僧
に
よ
る
密
教
修
法
の
導
入
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
評
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価
す
る
こ
と
が
で
き
る38
。

①
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
九
月
七
〜
二
十
一
日　

普
賢
延
命
供
「
御
息
災
延
命
心
中

所
願
成
就
円
満
」（『
阿
娑
縛
抄
』
第
百
十
一
）

②
建
暦
元
年
十
月
八
〜
十
四
日　

尊
勝
法「
御
滅
罪
生
善
心
中
所
願
決
定
円
満
」（『
阿

娑
縛
抄
』
第
六
十
）

③
建
暦
元
年
十
月
二
十
二
〜
二
十
九
日　

薬
師
法
「
御
息
災
延
命
増
長
福
寿
御
心
中

所
願
成
就
円
満
」（『
阿
娑
縛
抄
』
第
四
十
七
）

同
年
十
一
月
二
日
に
は
、
忠
快
が
鎌
倉
を
発
ち
上
洛
す
る
記
事
が
『
吾
妻
鏡
』
に

み
え
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
密
教
修
法
は
、
実
朝
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
下
向
し
た
忠

快
が
、
そ
の
滞
在
中
、
相
次
い
で
行
な
っ
た
修
法
と
み
て
よ
い
。
興
味
深
い
の
は
、

何
れ
も
息
災
生
善
を
願
う
密
教
の
代
表
的
息
災
法
で
、
実
朝
の
息
災
、
地
位
の
安
泰

を
祈
念
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
壇
を
設
け
、
伴
僧
を
従
え
、
台
密
の
正

規
の
事
相
に
則
っ
た
本
格
的
な
修
法
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
巻
数
の
記
載
内
容
か
ら
窺

う
こ
と
が
で
き
る39
。

（
2
）
和
田
合
戦
に
伴
う
調
伏
祈
祷

建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
五
月
二
日
、鎌
倉
で
和
田
合
戦
が
勃
発
し
た
。
こ
の
合
戦

は
、
前
年
の
泉
親
衡
の
乱
に
端
を
発
し
た
事
件
で
、
頼
家
遺
児
の
擁
立
と
北
条
義
時

の
誅
殺
計
画
が
露
見
し
た
こ
と
で
、
北
条
氏
と
和
田
氏
の
対
立
が
決
定
的
と
な
り
、

武
力
衝
突
す
る
に
至
っ
た
。
合
戦
の
数
日
前
に
は
、
義
時
と
大
江
広
元
が
相
談
し
、

大
威
徳
法
を
定
豪
、
不
動
法
を
忠
快
、
金
剛
童
子
法
を
法
眼
浄
遍
に
修
さ
せ
て
い
る40
。

こ
れ
ら
の
修
法
は
、
い
ず
れ
も
和
田
氏
に
対
す
る
反
乱
調
伏
の
修
法
で
、
こ
れ
ま
で

の
鎌
倉
で
は
例
を
み
な
い
大
規
模
な
修
法
で
あ
っ
た41
。
義
時
が
調
伏
祈
祷
を
指
示
し

て
い
た
事
実
は
、
た
と
え
実
朝
が
和
田
氏
の
謀
反
の
動
き
を
許
そ
う
と
も
、
命
を
狙

わ
れ
た
義
時
に
は
許
す
気
な
ど
毛
頭
な
く
、
和
田
氏
粛
清
は
既
定
路
線
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
。
合
戦
の
結
果
、
義
時
側
の
勝
利
に
よ
り
、
密
教
修
法
の
効
果
が
証
明
さ

れ
、
密
教
修
法
は
、
こ
れ
以
後
、
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
に
な

る42
。

（
3
）
和
田
合
戦
後
の
息
災
法
（
建
暦
三
年
〜
六
年
）

和
田
合
戦
以
降
、
実
朝
の
息
災
を
願
う
密
教
修
法
が
頻
繁
に
修
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
注
目
に
値
す
る
。

④
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
十
月
二
十
一
〜
二
十
八
日　

山
王
供
「
御
息
災
安
穏
御
願

成
就
」（『
阿
娑
縛
抄
』
第
百
七
十
二
）

⑤
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
三
月
十
一
〜
十
八
日　

一
字
金
輪
法
「
御
息
災
増
福
寿
」

（『
阿
娑
縛
抄
』
第
五
十
六
）

⑥
建
保
三
年
四
月
十
五
〜
二
十
三
日　

愛
染
王
法
「
御
息
災
増
福
寿
」（『
阿
娑
縛
抄
』

第
百
十
五
）

⑦
建
保
三
年
四
月
二
十
七
〜
五
月
五
日　

北
斗
法
「
御
息
災
延
命
御
願
成
就
」（『
阿

娑
縛
抄
』
幣
帛
）

⑧
建
保
三
年
五
月
八
〜
十
五
日　

文
殊
八
字
法
「
御
息
災
増
福
寿
」（『
阿
娑
縛
抄
』
第

百
一
）

⑨
建
保
四
年（
一
二
一
六
）五
月
二
十
五
〜
六
月
一
日　

仏
眼
護
摩「
御
息
災
増
福
寿
」

（『
阿
娑
縛
抄
』
第
六
十
二
）

⑩
建
保
四
年
五
月
十
〜
十
八
日　

七
仏
薬
師
法
「
御
息
災
増
福
寿
」（『
阿
娑
縛
抄
』
第

四
十
八
・『
吾
妻
鏡
』）

⑪
建
保
四
年
七
月
二
十
九
日　

六
字
河
臨
法
（『
阿
娑
縛
抄
』
第
八
十
六
・『
吾
妻
鏡
』）

⑫
建
保
六
年
（
一
二
一
八
）
二
月　

仏
眼
護
摩
「
御
息
災
安
穏
御
願
成
就
」（『
阿
娑
縛

抄
』
第
六
十
二
）

こ
の
う
ち
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
⑩
七
仏
薬
師
法
と
⑪
六
字
河
臨
法
で
あ
る
。

『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、本
尊
の
七
仏
薬
師
像
の
造
立
始
め
は
、建
保
四
年
（
一
二
一
六
）

二
月
二
十
一
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
五
月
十
日
に
実
朝
の
持
仏
堂
に
て
像
供
養
を

行
っ
た
上
で
、
七
仏
薬
師
法
を
修
し
、
十
八
日
に
結
願
し
て
い
る
。

速
見
侑
氏
に
よ
れ
ば
、
七
仏
薬
師
法
は
、
台
密
こ
と
に
山
門
で
は
、
四
箇
大
法
の
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一
つ
と
し
て
他
流
に
類
の
な
い
利
益
莫
大
な
息
災
法
で
あ
っ
た
。
大
法
は
、
勅
命
に

よ
っ
て
行
な
う
流
派
最
重
要
の
修
法
で
、
公
的
修
法
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
誰
も

が
自
由
に
修
せ
る
修
法
で
は
な
い
と
い
う
。

そ
こ
で
、『
阿
娑
縛
抄
』（
第
四
十
八
）
を
確
認
す
る
と
、「
鎌
倉
右
大
臣
〈
実
朝
〉

奏
事
由
、
於
鎌
倉
行
之
。
即
率
二
十
口
伴
僧
修
之
了
」
と
み
え
、
実
朝
が
朝
廷
に
奏

上
し
た
う
え
で
七
仏
薬
師
法
を
修
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
六
字
河
臨
法
に
つ
い
て
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
も
記
載
が
あ
り
、
そ
の
詳
細
を

知
る
こ
と
が
で
き
る43
。

庚
戌
。
快
晴
。
小
河
法
印
忠
快
於
相
模
河
修
六
字
河
臨
法
。
仍
将（

源
実
朝
）

軍
家
御
出
。

随
兵
十
二
人
候
先
陣
。
次
六
位
十
二
人
〈
着
水
干
。
負
野
矢
〉。
在
御
輿
前
。

随
兵
〈
二
行
〉
式
部
丞
泰
時　

結
城
左
衛
門
尉
朝
光　

相
模
次
郎
朝
時　

長
沼

五
郎
宗
政
（
中
略
）
狩
装
束
〈
二
行
〉
佐
貫
右
衛
門
尉
広
綱　

三
浦
九
郎
右
衛
門

尉
胤
義
（
中
略
）
次
御
輿
。
相

（
北
条
義
時
）

州
、
武

（
北
条
時
房
）

州
、
陸
奥
守
広
元
朝
臣
、
大
学
頭
仲
章

朝
臣
、
信
濃
守
行
光
、
大
夫
判
官
行
村
、
小
山
左
衛
門
尉
朝
政
已
下
供
奉
。
御

後
凡
及
一
万
騎
。
無
双
壮
観
也
。
亥
剋
還
御
。

六
字
河
臨
法
で
は
、
忠
快
が
導
師
を
つ
と
め
、
先
陣
の
随
兵
と
六
位
の
者
が
十
二

人
ず
つ
、
さ
ら
に
御
後
に
一
万
騎
も
の
行
列
が
続
く
と
い
う
壮
観
な
光
景
が
演
出
さ

れ
た
。『
阿
娑
縛
抄
』（
第
八
十
六
）
に
よ
れ
ば
、
六
字
河
臨
法
は
台
密
の
「
最
極
秘

法
」
で
あ
り
、
船
上
の
壇
で
修
し
、
六
字
法
が
火
炉
で
焼
く
人
形
な
ど
を
禊
の
形
式

に
則
っ
て
河
中
に
流
す
も
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
以
降
、
鎌
倉
で
は
密
教
修
法
が
頻
繁
に
行
な

わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
い
ず
れ
も
将
軍
実
朝
の
息
災
延
命
増
福
寿
を
祈
念
す
る
修

法
で
あ
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
深
い
罪
業
感
に
加
え
、
未
遂
に
終
わ
っ
た
と
は
い

え
実
朝
の
廃
位
・
殺
害
を
目
論
む
大
規
模
な
計
画
が
進
ん
で
い
た
こ
と
、
ま
た
和
田

合
戦
の
結
果
、
鎌
倉
で
初
め
て
の
市
街
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
多
く
の
人
命
が
奪
わ

れ
こ
と
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、
第
一
章
で
触
れ
た
と
お
り
、
実
朝
の
持
仏
堂
の
本
尊
は
五
字
文
殊
像
で
あ

り
、
そ
の
供
養
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
た
。『
阿
娑
縛
抄
』（
第
九
十
九
）
に
よ
れ
ば
、
文

殊
五
字
像
は
、偏
に
学
問
の
た
め
の
修
法
で
本
尊
と
す
べ
き
仏
像
で
あ
る
。し
た
が
っ

て
、
実
朝
が
学
問
の
向
上
に
熱
心
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、

和
田
合
戦
に
よ
っ
て
、将
軍
御
所
は
全
焼
し
、実
朝
の
持
仏
堂
も
被
害
を
免
れ
な
か
っ

た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
新
し
い
持
仏
堂
の
本
尊
は
文
殊
菩
薩
で
は
な
く
、
釈
迦
牟

尼
仏
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
田
合
戦
は
、
持
仏
堂
の
焼
失
と
い
う
点
で
も
実
朝

の
信
仰
心
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
願
意
に
も
変
化
が
生
じ
た
と
い
え
よ
う
。
和
田

合
戦
以
降
、
実
朝
は
自
身
の
息
災
延
命
を
強
く
祈
念
す
る
こ
と
に
注
力
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

速
水
侑
氏
は
、
幕
府
の
修
法
は
、
中
央
貴
族
社
会
の
再
演
に
す
ぎ
ず
、
頻
繁
に
朝

廷
と
同
規
模
の
修
法
を
実
施
し
た
の
は
、
京
文
化
に
憧
れ
る
実
朝
の
招
請
に
よ
る
も

の
か
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
頼
朝
・
頼
家
期
と
比
べ
れ
ば
、
鎌
倉
の
宗
教
状
況

は
一
変
し
て
お
り
、
修
法
の
内
容
に
武
士
政
権
と
し
て
の
特
徴
は
な
く
と
も
、
実
朝

期
に
密
教
修
法
が
導
入
さ
れ
た
意
義
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
実
朝

期
の
密
教
修
法
の
政
治
的
背
景
を
考
察
し
た
い
。

３　

密
教
修
法
の
政
治
的
背
景

将
軍
実
朝
が
台
密
の
最
極
秘
法
の
六
字
河
臨
法
や
大
法
の
七
仏
薬
師
法
を
相
次
い

で
実
施
し
た
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
は
、北
条
義
時
と
大
江
広
元
に
よ
る
両
執
権
体

制
が
開
始
さ
れ
、
政
所
別
当
の
増
員
が
図
ら
れ
る
な
ど
（
鎌
倉
遺
文
二
二
二
七
号
）、
幕

府
の
政
治
指
導
体
制
が
新
段
階
に
入
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
時
期
で
あ
る44
。

時
系
列
に
沿
っ
て
確
認
す
る
と
、
正
月
、
実
朝
の
持
仏
堂
に
本
尊
（
運
慶
作
の
釈
迦

牟
尼
仏
）
を
安
置
、
二
月
、
義
時
・
広
元
の
連
署
下
知
状
が
出
現
、
四
月
、
政
所
別
当

の
増
員
、
五
月
、
七
仏
薬
師
法
の
実
施
、
七
月
、
六
字
河
臨
法
の
実
施
、
九
月
、
広

元
が
官
位
の
昇
進
を
望
む
実
朝
に
諫
言
す
る
も
拒
否
、
十
一
月
、
実
朝
が
渡
宋
の
た
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め
造
船
を
陳
和
卿
に
指
示
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

本
稿
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
こ
の
年
、
政
所
別
当
が
五
名
か
ら
九
名
へ
増

員
さ
れ
た
意
味
に
つ
い
て
は
、
五
味
文
彦
氏
と
杉
橋
隆
夫
氏
で
見
解
が
異
な
る
。
す

な
わ
ち
、
五
味
氏
は
別
当
の
増
員
を
将
軍
権
力
の
拡
大
と
み
る
が
、
政
所
下
文
を
検

討
し
た
杉
橋
氏
は
、
別
当
増
員
と
将
軍
権
力
の
拡
大
は
比
例
し
な
い
と
し
、
別
当
増

員
は
源
氏
優
遇
策
の
一
環
で
あ
っ
た
と
す
る
。
加
え
て
、
政
所
別
当
と
し
て
発
言
力

を
も
っ
た
の
は
第
一
に
義
時
で
あ
り
、
次
い
で
広
元
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
な
お
、

近
年
、
実
朝
の
晩
年
（
建
保
四
年
以
降
）
の
政
治
過
程
を
考
察
し
た
三
田
武
繁
氏
も
、

別
当
増
員
は
名
ば
か
り
で
あ
る
と
し
、
五
味
説
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る45
。

和
田
合
戦
後
、
北
条
義
時
は
侍
所
別
当
を
兼
任
し
、
他
の
御
家
人
と
は
一
線
を
画

す
揺
る
ぎ
な
い
立
場
を
築
い
た
。
学
界
で
も
、
こ
の
時
を
も
っ
て
執
権
政
治
が
確
立

し
た
と
捉
え
て
い
る46
。
杉
橋
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
政
所
別
当
の
増
員
は
、
執
権

と
し
て
実
質
的
に
幕
政
を
主
導
す
る
義
時
に
向
け
ら
れ
る
不
満
を
和
ら
げ
る
目
的
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
多
く
の
別
当
が
著
判
す
る
政
所
下
文
は
、
京
文

化
に
憧
れ
る
実
朝
に
院
庁
や
摂
関
家
政
所
の
下
文
を
想
起
さ
せ
、
将
軍
の
威
儀
を
感

じ
さ
せ
る
に
相
応
し
い
と
認
識
さ
せ
た
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
こ
の
別
当
増
員
策
は
、

北
条
氏
の
政
治
主
導
を
容
易
に
さ
せ
る
策
で
あ
る
が
、
実
朝
に
は
受
け
容
れ
や
す

か
っ
た47
。

大
規
模
な
密
教
修
法
の
実
施
も
、
同
じ
文
脈
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
朝

が
朝
廷
と
同
規
模
の
修
法
を
鎌
倉
で
主
宰
し
、
多
く
の
御
家
人
を
参
加
さ
せ
る
こ
と

は
、
将
軍
の
威
儀
を
示
す
に
は
最
適
な
行
事
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
こ
れ

は
頼
朝
の
実
施
し
て
い
た
個
人
信
仰
の
政
治
化
と
は
同
一
視
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。
頼
朝
の
神
祇
信
仰
は
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
創
建
や
伊
勢
神
領
に
お
け
る
武
士
の
侵

犯
停
止
と
い
っ
た
政
策
と
し
て
表
れ
て
お
り
、
司
祭
と
執
政
は
一
致
し
て
い
た
が
、

実
朝
期
に
は
基
本
的
に
分
離
し
て
い
る48
。執
政
の
実
を
北
条
氏
が
掌
握
す
る
に
伴
い
、

実
朝
の
統
治
者
意
識
は
宗
教
的
な
も
の
（
将
軍
の
祭
祀
権
）
に
特
化
し
て
ゆ
く
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
実
朝
の
息
災
や
増
福
寿
を
祈
願
す
る
修
法
は
、
あ
く
ま
で
実
朝
個

人
の
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
、こ
こ
に
政
治
的
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
方
の
北
条
氏
は
、
実
朝
の
意
向
を
尊
重
し
、
表
面
に
立
て
つ
つ
も
、
吏
僚
筆
頭
の

広
元
や
源
氏
一
門
を
優
遇
す
る
こ
と
で
、
北
条
氏
主
導
の
政
治
体
制
の
確
立
に
邁
進

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
別
当
増
員
も
大
規
模
な
修
法
の
実
施
も
、
将
軍
権
威
の
可
視

化
と
い
う
点
で
共
通
す
る
性
格
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
論
点
を
整
理
し
て
お
く
。

ま
ず
、
実
朝
の
内
面
性
を
探
る
前
提
と
し
て
、
実
朝
の
身
体
的
問
題
に
注
目
し
た
。

と
く
に
疱
瘡
罹
患
は
、
幕
政
の
み
な
ら
ず
、
実
朝
の
内
面
性
（
信
仰
）
に
も
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

疱
瘡
の
跡
を
憚
っ
て
い
た
三
年
間
、
実
朝
は
鶴
岡
八
幡
宮
へ
の
公
式
参
詣
を
控
え

る
な
ど
、
将
軍
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
果
た
せ
ず
に
い
た
。
こ
の
間
、
実
朝
は
和

歌
の
創
作
に
没
頭
す
る
よ
う
に
な
り
、
父
頼
朝
が
信
仰
し
て
い
た
聖
徳
太
子
を
熱
心

に
崇
敬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
実
朝
は
栄
西
の
影
響
で
文
殊
信
仰
に
も
熱
心
で
あ
っ
た
が
、
智
慧
の
文
殊

か
ら
利
他
行
の
文
殊
信
仰
へ
と
進
展
の
み
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
こ
に
は
、
太

子
信
仰
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
が
高
い
。

ま
た
、『
阿
娑
縛
抄
』
を
積
極
的
に
利
用
し
、
鎌
倉
で
頻
繁
に
密
教
修
法
が
修
さ
れ

て
い
た
点
を
指
摘
し
た
。
い
ず
れ
も
将
軍
実
朝
の
息
災
や
延
命
、
増
福
寿
を
祈
念
す

る
修
法
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
実
朝
個
人
の
信
仰
に
基
づ
く
行
事
で
あ
り
、
実
質
的

な
政
治
主
導
権
を
北
条
氏
が
掌
握
す
る
な
か
、
朝
廷
と
同
規
模
の
修
法
を
実
朝
が
主

宰
す
る
こ
と
で
、
将
軍
の
威
儀
を
可
視
化
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
執

権
政
治
を
確
立
し
た
義
時
に
と
っ
て
も
好
都
合
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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最
後
に
、
仏
教
信
仰
の
視
点
か
ら
み
た
将
軍
実
朝
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

実
朝
は
、
仏
教
信
仰
に
厚
く
、
貧
人
救
済
に
心
を
砕
く
、
慈
悲
深
い
将
軍
と
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
実
朝
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
後
代
の
評
価
や
実
朝
の
遺
し

た
和
歌
か
ら
も
窺
え
る
。

鎌
倉
後
期
に
無
住
の
著
し
た
『
沙
石
集
』
に
は
、
実
朝
が
御
家
人
た
ち
に
負
担
の

か
か
る
上
洛
を
断
念
し
た
と
い
う
説
話
の
最
後
に
、「
聖
人
は
心
な
し
。
万
人
の
心
を

も
て
心
と
す
と
云
へ
り
。
人
の
心
の
願
ふ
所
を
ま
つ
り
ご
と
と
す
、
こ
れ
聖
人
の
質

な
り
。
賢
王
世
に
出
づ
れ
ば
、
賢
臣
威
を
た
す
け
、
四
海
静
か
に
、
一
天
穏
か
な
り
」

と
記
し
、
為
政
者
実
朝
を
「
賢
王
」
と
し
て
讃
え
て
い
る49
。

ま
た
、『
金
槐
和
歌
集
』
六
一
九
に
、
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

懺
悔
歌

　

塔
を
く
み
堂
を
つ
く
る
も
人
の
な
げ
き
懺
悔
に
ま
さ
る
功
徳
や
は
あ
る

心
の
心
を
よ
め
る

　

神
と
い
ひ
仏
と
い
ふ
も
世
の
中
の
人
の
心
の
ほ
か
の
も
の
か
は

造
塔
・
造
堂
は
人
（
御
家
人
を
指
す
か
）
に
負
担
を
か
け
る
と
し
て
否
定
し
、「
心
の

心
」
に
徹
す
る
こ
と
が
宗
教
で
あ
る
と
詠
ん
で
い
る50
。
大
慈
寺
の
造
営
や
唐
船
の
造

船
な
ど
の
事
業
を
み
る
と
、こ
う
し
た
認
識
は
あ
く
ま
で
理
想
に
終
わ
っ
て
い
る
が
、

頼
朝
と
比
べ
れ
ば
御
家
人
に
強
い
た
負
担
は
軽
く
、
加
え
て
実
朝
の
死
後
に
後
鳥
羽

院
と
の
関
係
が
急
速
に
悪
化
し
、
承
久
の
乱
が
勃
発
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
れ
ば
、
実

朝
は
人
民
に
心
を
砕
く
「
賢
王
」
と
し
て
評
価
さ
れ
た
と
て
不
思
議
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
実
朝
の
将
軍
権
力
の
実
態
を
探
る
手
段
と
し
て
、
そ
の
内
面
性
（
仏

教
信
仰
）
に
注
目
し
、政
所
別
当
の
増
員
や
大
規
模
な
密
教
修
法
の
実
施
を
将
軍
威
儀

の
可
視
化
と
い
う
文
脈
で
読
み
解
い
た
。
と
く
に
実
朝
研
究
に
お
い
て
は
、
和
田
合

戦
以
降
の
頻
繁
な
密
教
修
法
の
実
施
は
見
逃
せ
な
い
。
和
田
合
戦
は
、
執
権
政
治
確

立
の
契
機
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
朝
の
仏
教
信
仰
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い

え
よ
う
。
和
田
氏
の
追
善
仏
事
を
実
施
し
た
り
、
忠
快
を
呼
び
寄
せ
て
頻
繁
な
修
法

を
行
わ
せ
た
り
し
た
の
は
、
実
朝
が
罪
業
感
を
抱
い
て
生
き
る
信
心
深
い
人
間
で

あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
仏
事
や
密
教
修
法
を
、
実
朝
の
宗
教
政
策
と

位
置
付
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
実
朝
は
祭
祀
権
に
特
化
し
た
為
政
者
、
宗
教
の
世
界

に
生
き
る
将
軍
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

実
朝
の
内
面
性
に
迫
り
、
統
治
者
・
信
仰
者
と
し
て
の
実
朝
の
実
像
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
は
、
実
朝
の
懺
悔
信
仰
・
熊
野
信
仰
・
観
音
信
仰
な
ど
に
も
目
を
配
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注①　
三
浦
周
行
「
源
実
朝
」（『
日
本
史
の
研
究　

第
一
輯　

上
』
岩
波
書
店
、一
九
二
二

年
。
初
出
一
九
一
九
年
）、
龍
粛
「
源
実
朝
の
公
家
崇
敬
」（『
鎌
倉
時
代　

上
』
春
秋

社
、
一
九
五
七
年
）。

②　

高
柳
光
寿
「
源
実
朝
」（『
日
本
武
将
評
伝
』
第
一
巻
、
大
日
本
出
版
株
式
会
社
、

一
九
四
五
年
）。

③　

大
塚
久
『
将
軍
実
朝
』（
高
陽
書
院
、
一
九
四
〇
年
）。

④　

小
林
秀
雄
『
無
常
と
い
ふ
事
』（
創
元
社
、
一
九
四
六
年
。
初
出
一
九
四
二
年
）、
太

宰
治
『
右
大
臣
実
朝
』（
錦
城
出
版
社
、
一
九
四
三
年
）、
斉
藤
茂
吉
『
源
実
朝
』（
岩

波
書
店
、
一
九
四
三
年
）、
吉
本
隆
明
『
日
本
詩
人
選　

源
実
朝
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
七
一
年
）。

⑤　

小
島
吉
雄
校
註
『
山
家
集
・
金
槐
和
歌
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、

一
九
六
一
年
）、
樋
口
芳
麻
呂
校
註
『
金
槐
和
歌
集
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
四
四
、
新

潮
社
、
一
九
八
一
年
）、
鎌
田
五
郎
『
金
槐
和
歌
集
全
評
釈
』（
風
間
書
房
、
一
九
八
三

年
）、
井
上
宗
雄
校
註
『
中
世
和
歌
集
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
四
九
、
小
学
館
、

二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
。

⑥　

三
山
進
「
源
実
朝
」（
安
田
元
久
編
『
鎌
倉
将
軍
執
権
列
伝
』
秋
田
書
店
、一
九
七
四

年
）。

⑦　

五
味
文
彦
「
源
実
朝
」（『
増
補 

吾
妻
鏡
の
方
法
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
〇
年
。
初

出
一
九
八
〇
年
）、
同
『
源
実
朝
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
五
年
）。

⑧　

坂
井
孝
一
『
源
実
朝
』（
講
談
社
、二
〇
一
四
年
）、同
『
源
氏
将
軍
断
絶
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
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研
究
所
、
二
〇
二
一
年
）。

⑨　

杉
橋
隆
夫
「
執
権
・
連
署
制
の
起
源
」（
瀬
野
精
一
郎
・
村
井
章
介
編
『
日
本
古
文

書
学
論
集
五　

中
世
一
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
。
初
出
一
九
八
〇
年
）。

⑩　

折
田
悦
郎
「
鎌
倉
幕
府
前
期
将
軍
制
の
一
考
察
（
下
）」（『
九
州
史
学
』
第
七
七
号
、

一
九
八
四
年
）。

⑪　

鷲
尾
順
敬
『
日
本
禅
宗
史
の
研
究
』（
金
尾
文
淵
堂
、
一
九
四
七
年
）、
川
添
昭
二

「
源
実
朝
と
そ
の
周
辺
」（『
日
蓮
と
鎌
倉
文
化
』
平
楽
寺
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。
初
出

一
九
七
八
年
）。

⑫　

藤
島
達
朗「
実
朝
の
信
仰
生
活（
上
）」（『
日
本
仏
教
史
学
』第
二
巻
一
号
、一
九
四
二

年
）、
葉
貫
磨
哉
「
将
軍
家
お
よ
び
北
条
氏
の
信
仰
」（『
中
世
禅
林
成
立
史
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）。

⑬　

大
塚
前
掲
注
③
著
書
。

⑭　

五
味
文
彦
『
中
世
の
身
体
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）。

⑮　

関
口
崇
史
「
実
朝
の
疱
瘡
」（『
ぶ
い
＆
ぶ
い
』
一
二
、
二
〇
一
〇
年
）。
鎌
倉
幕
府

の
将
軍
の
う
ち
、
疱
瘡
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
、
二
代
将
軍
の
源

頼
家
・
三
代
将
軍
の
源
実
朝
・
四
代
将
軍
の
九
条
頼
経
の
三
名
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』

に
よ
れ
ば
、
頼
家
は
、
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
十
二
月
に
患
い
、
二
日
間
ほ
ど
不
調

で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
頼
経
は
、
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
十
二
月
に
罹
患
し
、

お
よ
そ
二
十
日
間
で
平
癒
に
至
っ
た
と
い
う
。
実
朝
の
病
状
は
、
彼
ら
と
比
べ
て
も
、

は
る
か
に
深
刻
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑯　

拙
稿
「
慈
円
書
状
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（
元
木
泰
雄
編
『
日
本
中
世
の
政
治
と
制
度
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）。

⑰　

拙
稿
前
掲
注
⑯
に
お
い
て
、
九
条
本
『
賭
弓
部
類
』
の
紙
背
文
書
を
取
り
上
げ
た

が
、
こ
の
翻
刻
・
解
釈
に
誤
り
が
あ
っ
た
た
め
、
訂
正
し
た
い
。
紙
背
文
書
の
う
ち
の

飛
鳥
井
雅
経
宛
の
書
状
一
通
に
つ
い
て
、
武
蔵
国
吾
妻
庄
の
領
家
の
訴
え
に
関
す
る

「
口
入
」
を
「
大
膳
大
夫
（
大
江
広
元
）」
に
依
頼
し
た
が
、「
羽
林
（
実
朝
）
病
悩
御

物
忌
」
の
た
め
「
暫
不
及
成
敗
」
と
い
う
内
容
が
み
え
る
と
し
て
紹
介
し
、本
書
状
は

年
未
詳
で
あ
る
が
、承
元
年
間
の
幕
府
の
状
況
を
示
す
好
史
料
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、「
羽
林
病
悩
」
は
実
朝
の
疱
瘡
を
指
し
、「
御
物
忌
」
は
慈
円
書
状
の
「
御
籠
居
」

と
同
義
と
み
て
よ
い
と
し
た
。
し
か
し
、
本
書
状
は
、
去
る
四
月
に
院
宣
を
関
東
に
遣

わ
し
、
口
入
を
広
元
に
願
っ
た
が
、「
羽
林
□
病
悩
依
物
忩
如
然
事
暫
（
後
欠
）」「（
前

欠
）
不
及
成
敗
」、
す
な
わ
ち
実
朝
の
病
に
よ
っ
て
鎌
倉
が
物
騒
で
あ
る
た
め
、
成
敗

で
き
な
い
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
書
状
の
発
給
年
も
、
宛
先
が
「
□
□
少

将
殿
」
で
あ
り
、
雅
経
が
建
仁
元
年
正
月
よ
り
少
将
、
承
元
二
年
十
二
月
九
日
に
左
中

将
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
承
元
二
年
九
月
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
文
中
の
去
る
四
月
と
は
、
承
元
二
年
四
月
で
あ
り
、
実
朝
の
「
病
悩
」

と
は
同
年
正
月
・
二
月
に
患
っ
た
疱
瘡
、
ま
た
は
同
年
閏
四
月
十
一
日
〜
二
十
四
日
の

「
御
不
例
」
の
ど
ち
ら
か
を
指
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
実
朝
の
身
体
的
な
問
題
に
よ
っ

て
鎌
倉
が
動
揺
し
、京
都
の
貴
顕
の
要
求
に
応
え
ら
れ
な
い
状
況
の
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。

⑱　

鷲
尾
前
掲
注
⑪
著
書
。

⑲　

葉
貫
前
掲
注
⑫
論
文
、
五
味
前
掲
注
⑦
著
書
、
坂
井
前
掲
注
⑧
著
書
。

⑳　

堀
池
春
峰
「
南
都
仏
教
と
文
殊
信
仰
」（『
南
都
仏
教
史
の
研
究 

下
〈
諸
寺
編
〉』
法

蔵
館
、
二
〇
〇
三
年
。
初
出
一
九
六
九
年
）。

㉑　

川
添
前
掲
注
⑪
論
文
。

㉒　

鎌
田
五
郎
『
源
実
朝
の
作
家
論
的
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
七
四
年
）。

㉓　

宮
崎
圓
遵
「
文
殊
信
仰
と
利
生
事
業
」（
宮
崎
圓
遵
著
作
集
三
、『
中
世
仏
教
と
庶
民

生
活
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
七
年
。
初
出
一
九
三
九
年
）。

㉔　
『
沙
石
集
』
巻
五
末
七
「
権
化
の
和
歌
翫
び
給
ふ
事
」。

㉕　

拙
稿
前
掲
注
⑯
論
文
。

㉖　
「
正
治
元
年
六
月
一
〇
日
付
将
軍
家
政
所
下
文
案
」（
菊
亭
家
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』

一
〇
五
五
号
）。

㉗　

名
畑
崇
「
太
子
観
の
展
開
と
そ
の
構
造
」（
田
村
圓
澄
・
川
岸
宏
教
編
『
日
本
仏
教

宗
史
論
集 

第
一
巻
』「
聖
徳
太
子
と
飛
鳥
仏
教
」
吉
川
弘
文
館
、一
九
八
五
年
。
初
出

一
九
七
六
年
）。

㉘　
『
吾
妻
鏡
』
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
十
月
十
五
日
条
。

㉙　

林
幹
彌
『
太
子
信
仰
』（
評
論
社
、
一
九
八
一
年
）。

㉚　
『
吾
妻
鏡
』
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
十
一
月
二
十
二
日
条
。

㉛　
『
吾
妻
鏡
』
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
六
月
二
十
二
日
条
。

32　

荻
野
三
七
彦
『
聖
徳
太
子
傳
古
今
目
録
抄
の
基
礎
的
研
究
』（
森
江
書
店
、一
九
三
七

年
。
の
ち
名
著
出
版
、
縮
版
覆
刻
版
、
一
九
八
〇
年
）、
林
前
掲
注
㉙
著
書
。

33　

五
味
前
掲
注
⑦
著
書
、
坂
井
前
掲
注
⑧
著
書
。
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34　

小
林
直
樹
「
実
朝
伝
説
と
聖
徳
太
子
」（『
文
学
史
研
究
』
第
四
七
号
、
二
〇
〇
七

年
）。

35　

速
水
侑
「
院
政
期
に
お
け
る
秘
密
修
法
」（『
平
安
貴
族
社
会
と
仏
教
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
七
五
年
）。

36　

速
水
前
掲
注
35
論
文
、平
雅
行
「
鎌
倉
山
門
派
の
成
立
と
展
開
」（『
大
阪
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
四
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
）、
同
「
鎌
倉
に
お
け
る
顕
密
仏
教

の
展
開
」（
伊
藤
唯
真
編
『
日
本
仏
教
の
形
成
と
展
開
』
法
蔵
館
、二
〇
〇
二
年
）。
忠

快
は
平
教
盛
男
。
叡
山
で
修
行
し
、都
落
ち
の
際
に
は
平
家
一
門
に
同
行
し
て
壇
ノ
浦

合
戦
で
生
虜
と
な
り
、
伊
豆
に
配
流
さ
れ
る
。
し
か
し
、
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
に

は
叡
山
に
戻
り
、建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
上
洛
し
た
頼
朝
の
相
伴
が
あ
り
鎌
倉
に
下

向
す
る
。
た
だ
し
、
鎌
倉
寺
院
に
止
住
せ
ず
、
ほ
ど
な
く
帰
洛
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

慈
円
の
弟
子
で
、
台
密
小
川
流
の
祖
で
あ
る
。

37　

速
水
前
掲
注
35
論
文
、
平
前
掲
注
36
論
文
。「
阿
娑
縛
抄
」
の
史
料
的
性
格
に
つ
い

て
は
、
切
畑
健
「
阿
娑
縛
抄
」（『
仏
教
芸
術
』
第
七
〇
号
、
一
九
六
九
年
）
を
参
照
。

38　

速
水
侑
「
鎌
倉
政
権
と
台
密
修
法
」（『
平
安
仏
教
と
末
法
思
想
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
六
年
。
初
出
一
九
八
九
年
）。

39　

速
水
前
掲
注
38
論
文
。

40　
『
吾
妻
鏡
』
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
四
月
二
十
八
日
条
。
泉
親
衡
の
乱
お
よ
び
和

田
合
戦
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
和
田
合
戦
再
考
」（『
古
代
文
化
』
第
六
八

巻
一
号
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

41　

速
水
前
掲
注
38
論
文
。

42　

速
水
前
掲
注
38
論
文
。

43　
『
吾
妻
鏡
』
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
七
月
二
十
九
日
条
。

44　

杉
橋
前
掲
注
⑨
論
文
。

45　

三
田
武
繁
「
源
実
朝
の
「
晩
年
」」（『
東
海
大
学
紀
要 

文
学
部
』
第
一
〇
八
号
、

二
〇
一
八
年
）。

46　

佐
藤
進
一
「
執
権
政
治
」（『
世
界
歴
史
事
典
』
第
八
巻
、
平
凡
社
、
一
九
五
二
年
）、

同
「
鎌
倉
幕
府
政
治
の
専
制
化
に
つ
い
て
」（『
日
本
中
世
史
論
集
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
年
。
初
出
一
九
五
五
年
）。

47　

杉
橋
前
掲
注
⑨
論
文
。

48　

川
添
前
掲
注
⑪
論
文
。

49　
『
沙
石
集
』
巻
第
三
（
二
）「
問
注
に
我
と
劣
た
る
人
の
事
」。

50　

川
添
前
掲
注
⑪
論
文
。

（
鎌
倉
歴
史
文
化
交
流
館
会
計
年
度
学
芸
員
）


